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研究成果の概要（和文）： 政府統計が現実を正しく反映しているかという意味で、実際にど

の程度の信頼性を持つかを研究した。2010 年国勢調査に関して、実務に関わった諸関係者

にヒアリングし、問題点と全体的な信頼性を明らかにした。また経済センサスについては、

母集団名簿の完全性が最も重要であり、そのため各種の行政記録や業務情報を利用するこ

との必要性が認識された。統計の有用性を高めるために経済社会の変化に対応する機動性

も必要であることが指摘された。 
 
研究成果の概要（英文）：Reliability of Japanese official statistics was analyzed. Especially 
2010 population census was investigated through interviews of people engaged in the 
actual process of data collection, and the overall reliability of the results is evaluated. 
As for the 2011-13 economic census, completeness of the population list is shown to be 
vital for its reliability, and importance of availability of administrative intimation is 
pointed out. Flexibility and maneuverability of statistics are also important for the 
usefulness of statistics. 
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１．研究開始当初の背景 
 研究代表者は過去２年間、2007 年秋に発
足した統計委員会の委員長として、公的統計
に関する多くの問題にかかわって来た。その
中で強く感じたことは、個々の統計の企画・
設計の段階では信頼性を高めるための種々
の方策が取られ、またそれについて統計委員
会などで審議がなされても、それが現実にど

れだけ達成されているかはほとんど追求さ
れないこと、またその信頼性が統計を作成す
る当該省庁にとっては十分なものであって
も、統計体系全体の観点から、或いはそれ以
外（政府他部局も含む）の利用者にとって、
果たして十分であるか否かの吟味はほとん
どされていないことである。 
その統計の信頼性に関する情報は、外部に
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十分な形で発表されることがないであろう
し、現実の分散型統計制度の下で厳しいリソ
ースの制限が課せられている状況では、統計
の信頼性に関する研究を深める余力は各省
庁には殆ど存在しない。また省庁横断的な包
括的・体系的な研究は不可能であり、また統
計委員会も自らそのような研究を主導する
リソースも権限も持っていない。 
統計の信頼性に関する研究は、やはりアカ

デミックな立場から組織せざるを得ない。 
また分析を深めることは、大学や外部の研究
者だけでは不可能で、現場の実態を知る調査
部局の人々の協力が不可欠である。  
 
２．研究の目的 
新統計法によれば、公的統計は「国民にと

って合理的な意思決定を行うための重要な
基盤である」とされているが、公的統計が政
府の政策決定にとって、あるいは企業や一般
国民の意思決定にとって有用であるために
は、それが客観的に高い信頼性を持ち、かつ
また国民に信頼されていなければならない。  
 しかし統計の信頼性とは何かということ
は簡単な問題ではない。そこで統計の信頼性
はどのような要素から構成されるか、それぞ
れの要素が現実にどのような意味や重みを
持っており、その結果として実際の公的統計
（主として政府統計）の信頼性がどの程度で
あるかを知り、更に信頼性を高めるために何
をなすべきかを追求することは極めて重要
であると考えた。 
信頼性についての観念的な基準に基づい

て実際の統計を「批判」することにあるので
はない。現実にはむしろ達成可能な信頼性の
限界を明らかにすることも必要である。その
限界を明確に認識した上で、それを統計の利
用者にも開示すること、そうしてその限界を
出来る限り広げることが重要である。 

主要な政府統計（基幹統計）についてその
信頼性の問題を包括的、将来的に解明するこ
とがこの研究の目的である。 
 
３．研究の方法 
（1）統計の信頼性を研究する方法は４つの
段階に分けられる。 
①公表されている統計表の分析 
②調査個票の分析 
③調査担当者、調査員、調査客体等に対する
調査ヒアリング 
④総合的分析と評価：すべての情報を総合し
て統計数字の信頼性について具体的な判断、
評価を行うとともに、その改善の方策につい
ても提言する。同時に集計表の作り方、或い
は二次指標についても考察する。 
（2）公表統計の分析 
公表されている統計表の整合性を精査し、問
題の所在を明らかにする 

統計数字の不整合性の点検、公表されている
統計表の中から、同一統計表の中にある矛盾
や異なる統計表の間の矛盾、時系列データに
おける不整合をチェックする。それにより、
集計のミス、調査原票のまちがい、調査の不
備、統計値の不適切な処理、対象における現
実の変動の反映、などの傾向を分析する。 
（3）調査実態の分析 
調査の実際について統計関係当局の理解と
協力を得て、統計現場にかかわる関係者への
ヒアリングを行い、調査から得られた知見を
まとめて、その信頼性について総合的に評価
する。とくに 2010 年国勢調査については、
省庁、都区市、調査員など関わった各段階の
関係者から話を聞き取ることにした。また東
日本大震災の影響についても考察する。 
（4）研究のまとめ 
これまでの研究、調査の結果をまとめて報告
書を執筆する。①具体的な統計、とくに 2010
年国勢調査について、その信頼性の総合評価
を行う。②統計の信頼性に関わる諸問題につ
いて、一般的、かつ具体的に論ずる。③政府
統計の信頼性の向上、ないし維持のために必
要と思われる施策について提案する。 
 
４．研究成果 
(1) 統計の信頼性 
統計の信頼性についての研究を進める間

に、実はそれが複雑な構造を持つことが明ら
かになった。統計は一般的にいえば、信頼性
が高ければ高いほどよいことは自明である
が、しかし実際にはそれが満たすべき絶対的
な条件が存在するわけではない。また統計の
信頼性を高めるにはつねに手間と費用を要
し、しかも信頼性を一定程度高めるための限
界費用は増大するから、現実には信頼性につ
いても一定の許容可能 tolerableな水準を満
足せざるを得ない。 
 問題は「許容可能な」信頼性の限界はどこ
にあるのか、現実の統計がそれを満たしてい
いるか否かという点にある。 
 統計はつねに何らかの目的のために利用
されるものであるから、統計の信頼性は、そ
の利用目的のために十分なものでなければ
ならないし、またそうであれば足りる。現実
の対象の量的特性はつねに変動するもので
あり、その測定値について一定以上の精度を
要求することは無意味である。 
 しかも統計数字は、つねにそれだけで用い
られるわけではなく、いろいろと他の数字と
の関係で利用されることが多い。その場合に
はより高い信頼性あるいは精度が要求され
ることになる。例えば、ある市の人口が 1 年
前と比較して、どれだけ増加しているか減少
しているかを知りたい場合には、人口の総数
を知りたい場合よりもより多くの桁数が求
められることになる。また逆に、いくつかの



 

 

数字が共通方向の偏り、あるいは誤差を含む
と想定される場合には、それらの数字の相対
的な比率は個々の数字より高い信頼性を持
つと考えられる場合もある。 
 現実に大きな統計は複雑な構造を持ち、そ
して多様な形で利用されるから、そこで要求
される信頼性の「許容限界」の問題は複雑微
妙である。 
(2) 2010年国勢調査の検証 
 完全な全数調査を建前とする国勢調査の
場合でも、もちろん現実には誤差は避けられ
ない。2010年調査において原則郵送返送方式
を採用されたことにより、結果の信頼性への
影響が懸念されたが、全体としては把握率に
問題はなかったようである。むしろ 2010 年
国勢調査の人口総数が、05年国調の結果に人
口動態統計等に基づく増減を加えて作られ
た 2010 年の推定人口をかなり上回ったこと
は、むしろ捕捉率が向上したことを意味する
とも考えられる。ただし調査票の無記入や非
回収のために多くの年齢不詳人口が生じた
ことは、人口の年齢別構成の数字に若干の歪
みを生じさせていると考えられる。 
 2010年の国調の結果は、国全体に関しては
あまり問題がなかったといえるが、地域別に
細分化した値については、いろいろ問題があ
る。国調の人口と住民票に基づく人口とでは、
地域ごとにどちらかが多くなっており、その
差はそれぞれの地域の特性に基づいている
ので、どちらがより実際に近いかも一概には
いえない。国調と住民票の把握の違いについ
ては、地域ごとに立ち入った詳細な分析が必
要であると思われる。なおマイナンバー制度
の導入を、人口統計にどのように利用できる
かについても、今後検討が必要であろう。 
詳細集計については、産業別人口が、企

業・事業新統計から得られるものと大きく食
い違っていることについては、依然十分な分
析がなされていない。またそのための集計が
10％抽出によって行われ、90％の個票につい
ては情報がまったく利用されていないこと
は疑問である。格付けに多大の時間と手間を
要することを考慮すれば、10％集計結果の発
表後時間をかけても、全体についての集計を
別途行うことが考えられてもよいと思う。 
国勢調査について、調査票の回収率と記入

率の確保には多大の努力が払われ、一定の信
頼性が得られているが、記入内容の信頼性の
チェックはほとんど行われていないように
思われる。調査票個票の全体は、莫大な量の
情報を含んでいるので、その質と信頼性をチ
ェックしながら、いろいろな分析を行うこと
により、多くの有用な興味ある結果を得るこ
とができると思う。 
(3) 統計の有用性 

一般に統計調査の個票は公表されないか
ら、統計情報の利用可能性はそれがどのよう

な形で集計され、公表されるかに依存する。
従って統計調査自体の信頼性が高い場合で
も、その結果が不十分な形で公表されるなら
ば、その有用性は失われる。 
例えば都道府県別の数字について、一部の

県の数字の信頼性が低い（標本数が小さい等
の理由で）ので、集計公表されない場合が少
なくないが、実はいくつかの都府県等につい
ては十分信頼性があり、かつ実際に関心があ
るのはそのような都府県についてであるの
が通例である。そのような場合にも信頼性の
限界を付記し、あるいは削除したりと註釈し
たうえで公表すべきであろう。重要なことは
統計当局が、その作成する統計の信頼性に関
して率直 frank であることであり、そのこと
が全体として統計にたいする信頼性を高め
ることになる。 
統計の信頼性を確保する重要な要素は、母

集団あるいは名簿の完全性である。この点事
業所・企業統計にはいろいろ問題がある。新
たにできた経済センサス基礎調査は、それを
引き継ぎ改善を図るとともに、さらに毎年名
簿の更新を行っているが、なお法人企業調査
と対比して脱落があることも指定されてい
る。 
母集団情報の整備のためには、税務データ

を含む多くの業務データ、行政記録を活用す
ることが望ましいが、我が国ではそこに多く
の制度上、あるいは慣行上の障害がある。情
報の個別的内容ではなく、名簿情報だけは統
一的に利用可能となるような制度が作られ
ることが望ましい。なお個人に関しては、マ
イナンバー制度が確立した場合それを統計
調査のために利用できるようにすることが
必要である。 
 (3) 統計の機動性 
統計の有用性は信頼性に基づくが、信頼性

が有用性を生み出すとはいえない。統計は信
頼性の形式的側面（標本の大きさ、カバレッ
ジ、定義に継続性・均一性、時系列の継続性
等）にこだわりすぎると、統計は絶えず変化
する社会経済状況に対応できなくなり、有用
性を失うことになる。統計の有用性を保つた
めには、状況の変化に対応して、定義や調査
内容、あるいは調査対象を変えるような機動
性が必要である。 
例えば 2000 年代になってからの非正規雇

用の急速な拡大に対して、統計の対応は大き
く遅れたといわざるを得ない。雇用統計、賃
金統計等はその全貌を明らかにするには極
めて不十分であった。そのためにその実態の
十分な把握がなされることなく、政策的対応
も不十分であり、また遅れがちであった。こ
のような場合、問題の処理を直接担当する政
策部局と統計を作成する部局の間のコミュ
ニケーションが不備であることが大きな問
題である。統計部局はこれまで通りの統計の



 

 

作成に追われて、問題の所在に十分気づかず、
政策当局は問題を統計的に把握することの
必要性を認識していないということになり
がちである。 
 統計の機動性が求められたもう一つの例
は東日本大震災である。震災から復興計画を
作成するに当たって第一になされるべきこ
とは、震災被害の全体を体系的包括的に把握
し、「震災被害統計」を作成して、そこから
具体的な復旧復興事業の必要な規模を明ら
かにすることであった。しかし現実にはほと
んど何の根拠もないまま 25 兆円という数字
が現れ、その調達について多くの議論がなさ
れたにもかかわらず、その使途についていわ
ば各省庁の「分捕り合い」に任せてしまった。
その結果多くの不適切な項目が含まれてい
る一方、真に必要な費用は不足し、あるいは
予算が不適切なため使用できない状態にな
っていることが明らかになった。 
（3）今後の展望 
 より予測可能な政策課題に対応するため
の統計については、周期調査や継時調査にお
いて調査対象の一部を変更、或いは拡大した
り、質問項目を追加したり、或いは一部につ
いて特別集計したりすることによって対処
することが望ましい。別個に臨時調査を行っ
たり、その他の方法で情報を得たりするより
効率的であり、また信頼性の高い統計が得ら
れると思う。更にそこから得られた情報を調
査本体のデータと合体することによって、体
系的蓄積しておくことができる。 
ただしこのようなことを可能にするには、

統計予算に余裕を持たせておくことが必要
である。また統計部局の人員についても、も
う少し配慮する必要がある。重要なことは新
しい政策の実地のためにはそのための情報
収集が必要であり、少なくともその一部は統
計のために使わなければならないというこ
とである。 
以上のことを実行するためには、各統計部

局を積極的に見渡し、地方政策担当部局の情
報ニーズを理解して、統計部局全体として変
化するニーズに機動的に対応していくため
に総合的に調整をはかる機構が必要である。
そのためには当面可能なこととして、統計委
員会の組織、権限の拡大強化を図るべきであ
ろう。 
 統計の信頼性を高めるためには、人員と予
算が必要であり、現状ではその維持のためだ
けでも人員や予算は十分でない。しかし統計
のための予算や人員を確保するためには、そ
の有用性が政府関係者のみならず、政治家や
一般の企業、国民に理解されることが必要で
ある。統計関係者はそのような理解が得られ
るよう「統計は役に立つ」ことを示さなけれ
ばならない。 
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